
報告第6号 

 

専決処分(専決第13号 備前市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に

関する条例の一部を改正する条例)の承認を求めることについて 

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、

同条第3項の規定により報告し、その承認を求める。 

 

 

令和5年5月1日提出 

 

備前市長 𠮷 村 武 司 

 

 

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決する。 

 

 

令和5年3月31日 

 

 

備前市長 𠮷 村 武 司 

 

 

専決第13号 備前市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改

正する条例(令和5年備前市条例第26号) 
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令和5年備前市条例第26号 

 

備前市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する

条例 

 

備前市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例(平成22年備前市条例

第12号)の一部を次のように改正する。 

 

第2条中「令和5年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める。 

附 則 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。 
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報
告
第
6
号
参
考
資
料
 

備
前
市
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
係
る
固
定
資
産
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
改
正
前
後
対
照
表
 

改
 
 
 
正

 
 
 
後
 

改
 
 
 
正
 
 
 
前
 

(
特
例
適
用
の
範
囲
)
 

(特
例
適
用
の
範
囲
)
 

第
2
条
 
こ
の
条
例
は
、
法
第
4
条
第

6
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進

に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の
同
意
の
日
(
以
下
「
同
意
日
」
と
い
う
。
)
か
ら
令
和
7

年
3
月

3
1
日
ま
で
に
、
法
第

1
3
条
第

4項
又
は
第
7
項

(法
第
1
4
条
第
3
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
計

画
に

従
っ

て
、

法
第

2
5
条

の
確

認
を

受
け

た
承

認
地

域
経

済
牽

引
事

業
を

行
う

承

認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
(
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
)
が
設
置
す
る
施
設
の
う
ち
、

地
域

経
済

牽
引

事
業

の
促

進
に

よ
る

地
域

の
成

長
発

展
の

基
盤

強
化

に
関

す
る

法

律
第

二
十

六
条

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定

め
る

省
令

(
平

成
1
9
年

総
務

省
令

第
9
4

号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う

。
)第

2条
に
規
定
す
る
対
象
施
設
(
以
下
「
対
象
施
設
」

と
い

う
。

)
の

用
に

供
す

る
家

屋
若

し
く

は
構

築
物

(
当

該
対

象
施

設
の

用
に

供
す

る
部
分
に
限
る
も
の
と
し
、
事
務
所
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
)
又
は
こ
れ
ら
の
敷

地
で
あ
る
土
地
(
同
意
日
以
後
に
取
得
し
た
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
に
つ
い
て

は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
1
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る

当
該

家
屋

又
は

構
築

物
の

建
設

の
着

手
が

あ
っ

た
場

合
に

お
け

る
当

該
土

地
に

限

る
。
)
に
対
し
て
適
用
す
る
。
 

第
2
条
 
こ
の
条
例
は
、
法
第
4
条
第

6
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進

に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の
同
意
の
日
(
以
下
「
同
意
日
」
と
い
う
。
)
か
ら
令
和
5

年
3
月

3
1
日
ま
で
に
、
法
第

1
3
条
第

4項
又
は
第
7
項

(法
第
1
4
条
第
3
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
計

画
に

従
っ

て
、

法
第

2
5
条

の
確

認
を

受
け

た
承

認
地

域
経

済
牽

引
事

業
を

行
う

承

認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
(
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
)
が
設
置
す
る
施
設
の
う
ち
、

地
域

経
済

牽
引

事
業

の
促

進
に

よ
る

地
域

の
成

長
発

展
の

基
盤

強
化

に
関

す
る

法

律
第

二
十

六
条

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定

め
る

省
令

(
平

成
1
9
年

総
務

省
令

第
9
4

号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う

。
)第

2条
に
規
定
す
る
対
象
施
設
(
以
下
「
対
象
施
設
」

と
い

う
。

)
の

用
に

供
す

る
家

屋
若

し
く

は
構

築
物

(
当

該
対

象
施

設
の

用
に

供
す

る
部
分
に
限
る
も
の
と
し
、
事
務
所
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
)
又
は
こ
れ
ら
の
敷

地
で
あ
る
土
地
(
同
意
日
以
後
に
取
得
し
た
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
に
つ
い
て

は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
1
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る

当
該

家
屋

又
は

構
築

物
の

建
設

の
着

手
が

あ
っ

た
場

合
に

お
け

る
当

該
土

地
に

限

る
。
)
に
対
し
て
適
用
す
る
。
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